
2016（平成28）年４月１日号（８）

　市臨時的任用職員（一般事
務補助）採用試験を行います。
　　　職務内容＝一般事務補
助▶勤務場所＝市長の事務部
局など
　　　パソコンの基本操作（文
書作成・表計算）ができ、地方
公務員法第16条各号に該当し
ない人
※市臨時職員経験者も受験可
　　　35人程度
＜試験＞
　　　５月14日㈯８時30分～
　　　市役所本館11階大会議室
　　　筆記・口述試験
　　　　　４月１日㈮～４月15

　　　平成29年３月31日㈮まで（年
末年始を除く）

日㈮（消印有効）。直接または
郵送（簡易書留で封筒の表に
「臨時職員（一般事務補助）
申し込み」と朱書き。返信先
を明記し82円切手を貼った長
３サイズの返信用封筒を同
封）。履歴書（Ａ４判、３カ月
以内に撮影の顔写真貼付）を
〒790-8571人事課（市役所
本館４階）へ
※詳細は実施要領（人事課、
案内所＜市役所本館１階＞、支
所、市民サービスセンター、市
ホームページにあり）を確認
　 人事課☎948-6940・　93
4-9205

　　　９時30分～21時30分（土・
日曜・祝日は18時まで）。１テーマ
２時間以内。
※子ども版は９時30分～18時の間
で１時間程度
　　　市内在住または通勤・通学し
ている10～30人程度のグループ。
子ども版は保護者代表の同席が必要
　　　市内の会場を申込者が準備（会

　　　６月から10月まで月２回、計10
回程度の研究会（月～金曜日夜間の予
定）を開催。まとめた意見を市長に提言
（11月を予定）▶活動場所＝総合コミュ
ニティセンター（湊町七丁目）こども館
　　　　　　市内在住または通勤・通学
し、テーマに関心があり、研究会・報告
会に出席できる人。20人程度（応募多
数の場合は書類選考）　　　　　　　　

　　　　　４月28日㈭（必着）までに、
郵送、ファクス、eメールで住所、氏名
（ふりがな）、年齢、職業、電話番号、
テーマへの意見（字数、様式不問）を
〒790-8571タウンミーティング課　
town-m@city.matsuyama.ehime.jpへ
（託児希望者は要事前連絡）
　タウンミーティング課☎948-6333・
　934-2336

場使用料は申込者が負担）
　　　　　開催希望日の２週間前（必
着）までに、直接または郵送、ファ
クス、ｅメールで、申込書（市役所
本館１階案内所、支所、公民館、市
ホームページにあり）を〒790-85
71タウンミーティング課（市役所
本館９階）　town-m@city.matsuy
ama.ehime.jpへ

　タウンミーティング課☎948-6430・　
934-2336
問

臨時的任用職員（一般事務補助）募集
申し込み期間は４月１日㈮～４月15日㈮まで

　市民の皆さんが集う場に市職
員が伺い、下記テーマに沿って
市政の取り組みなどについて説
明や意見交換を行う「笑顔のま
つやま　まちかど講座」をぜひ
ご利用ください。

平成28年度 笑顔のまつやま わがまち工房メンバー募集
テーマ「デザインしよう！わたしたちのこども館」

　市民の皆さんと市職員が一緒に話
し合い、研究する「笑顔のまつやま
わがまち工房」。本年度はコミュニ
ティセンターこども館をより楽しく、
人が集まる場所にする方法を研究し、
市長に提言します。
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「笑顔のまつやま　まちかど講座」
参加者募集

場所 市政の取り組みについて学んでみませんか

会場

平成28年度 「笑顔のまつやま　まちかど講座」テーマ一覧　
７．議会と選挙コーナー

８．子ども版コーナー

選挙豆知識52
市議会の仕組みについて53

図書館へ行こう！54
移動図書館がやってきた！55
子規さんのおはなし56
学校給食ができるまで57
くすりを学び、大切な自分を守ろう！58
「市議会」って何するところ？59

私たちみんなの税金です61
ぼくら　ぼうさい探偵団60

はたらきものの下水道62
考えよう！水道の大切さ63
みんな　なかよく（みんなの人権）64

タウンミーティング枠

松山市の財政事情65
ごみの分別とリサイクル66
狭あい道路拡幅整備事業67
安全で安心に暮らせる社会の実現を目指して68
私たちのまちは私たちの手で～ いっしょにやろや ～69
市の防災体制について70

１．市政コーナー

２．福祉と健康コーナー

３．水と環境コーナー

市の財産のはなし1
公共施設マネジメントについて2
松山市の会計制度3
開かれた行政をめざして4
マイナンバー制度について5
監査制度ってなに？6
松山市職員になりたい7
条例ができるまで8
松山市の地方創生ってなに？9

おしえて！みんなの国民年金10
みんなの、わたしの、介護保険11
障害者差別解消法について12
賢い患者さんになるためにⅡ13
「危険ドラッグ」は、「ダメ。ゼッタイ。」14
食の安全～食中毒予防の豆知識～15
子ども・子育て支援新制度について16
地域福祉計画ってなに？17
子どもの虐待ってなぁに？18

松山市の節水型都市づくりについて19
ごみ処理施設について20
「環境モデル都市まつやま」について21
地球温暖化対策について22
守っていこう、希少な野生生物23
蛇口の水はどこからくるの？24
松山市の水道施設について25
下水のリサイクル（下水道資源の有効活用）26

４．まちづくりコーナー

５．生活と防災コーナー

６．教育と文化コーナー

松山市が目指すまちづくり27
自治会の設立等について28
美しい景観まちづくり29
「まつやまマイロード」に参加してみませんか？30
地震に強い水道への取り組みについて31

市民活動が支える暮らしやすいまちへ32
「男女共同参画」ってなあに？33
サービス付き高齢者向け住宅34
あなたにもできる応急手当35
かしこい消費者になろう36
土砂災害から、「命」、「家」を守るために37
火災による犠牲者、その大半が高齢者です！38
いざというとき、下水道の代わりってあるの？39
はい、１１９番です。40
あなたの家は大丈夫ですか？41
危険な空家について42
人と猫が共生する社会を目指して（地域猫活動）43

今、子どもたちは45
教育委員会について44

みんなの人権46
松山市の文化振興について47
少年時代の正岡子規48
暮らしの中に“みんなの図書館”49
松山再発見―意外と知らない松山の歴史と文化財―50
坂の上の雲ミュージアム51
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